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ふるさと納税寄附金額   令和７年度 14 億 9,083 万円突破！ 

令和７年度も全国からたくさんの寄附金をいただきました！
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は じ め に  

 

市民の皆様には、日ごろから市政運営に対

して深い御理解と御協力をいただき、厚く御

礼申し上げます。  

さて、本市が令和８年度に実施する各種事

業や市役所各課・係の仕事について分かりや

すくお伝えするため、「曽於市の予算と仕事」

を作成しました。  

 

令和８年度の予算編成は、限られた財源の中で市民の皆様

の声を大切にしながら、「子どもたちが帰ってきたくなるまち

づくり」を職員と一体となって実現するため、  

(1) 安心して暮らせるまちを創る  

(2) 地域の資源で稼ぐ力を高める  

(3) 人と企業が集い、ともに暮らすまちを支える  

(4) 持続可能な未来を支える基盤を整える  

(5) 広域的なつながりで価値と活力を広める  

の５つ目標・基本方向を定め、誰もがこのまちで生涯をくら

したいと思えるようなまちを、市民の皆様と共に行動して全

力で作り上げていくための予算として編成しました。  

　令和８年度の一般会計当初予算は、２７７億５，０００万

円、特別会計は予算総額が１１９億８３６万８千円となりま

した。  

曽於市発展のため、今後も最大限の努力をするとともに、

小さな声も大切にした行政運営を推進してまいりますので、

市民の皆様の一層の御理解と御協力を賜りますようよろしく

お願い申し上げます。  
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議会事務局 

　　　　　　
　予算額 １億３，９４３万円 

 1 議会議員の活動

 (1) 議 員 (2) 議長・副議長

 議員は４年ごとに選挙で選ばれます。曽於市 
議会議員の定数は「18人」です。 
 
・任　期 
　 令和７年12月1日～令和11年11月30日

議長及び副議長は、議員の中から選挙で選ばれ

ます。 
　議長は、議会の代表者として、議場の秩序を保

ち、会議の進行役、さらには議会の事務の処理な

ど、様々な権限が与えられています。 
　副議長は、議長を補佐し、議長が病気や出張な

どのときは、その代わりを務めます。

 (3) 定例会・臨時会 (4) 本会議

 市議会には、定期的に開かれる「定例会」と 
必要に応じて開かれる「臨時会」 があります。 
 
・定例会：年４回開会 
　　　　　　３月・６月・９月・１２月 
・臨時会：市議会の議決が必要な議案があり、　　　　　

定例会では間に合わない場合、それを審議する 
ために臨時会を開くことができます。

議会の意思を決定する最も重要な会議で、提出

された議案などについて質問を行い、賛成・反対

の意見を述べ、多数決で可否の決定を行ったり、

市政全般に対しての質問を行い、市長以下、市当

局の進め方や考え方を明らかにしたりします。 
　会議は、議員定数の半数以上の議員が出席した

とき、議長の宣告により開会され、議長がその日

の議事日程に従い会議を進めます。

 (5) 委員会

 各委員会に属する議員は、本会議に提出された議案や請願などについて、執行機関等から説明を求

め、詳細に審査します。曽於市議会には、常任委員会、議会運営委員会、特別委員会があります。

 
 ２ 常任委員会

 ３つの委員会があり、議員は必ずいずれかの委員会に所属します。それぞれの委員会で担当する議

案などを専門的、能率的に審査したり、担当課が行う市の仕事に関連する調査などを行います。

 (1) 総務常任委員会（定数６人） (2) 文教厚生常任委員会（定数６人）

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(後列左より)迫将嗣委員、中薗和樹委員、伊集院正美委員

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(後列左より) 師康浩委員、今鶴治信委員、渡辺利治委員

 (前列左より)松ノ下いずみ副委員長、山中雅人委員長、 (前列左より)遠矢政嗣副委員長、瀬戸口恵理委員長、徳峰一成委員

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　重久昌樹委員（議長） 　　　　　　

  所管課等 
　総務課、地域振興課、企画政策課、財政課、 
　税務課、市民環境課、会計課、議会事務局、 
　監査委員事務局、選挙管理委員会、 
　他の委員会に属さない事項

 所管課等 

　保健課、こども未来課、 
　福祉介護課（福祉事務所）、保健福祉課、 
　教育委員会（教育総務課、学校教育課、 
　生涯学習課）

 直通 0986-76-8816
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  ３ 特別委員会

 特定の事項を審査する必要があるときは、議会の議決によって設置されます。 
現在は、議会広報等調査特別委員会が設置されています。

 (1) 議会広報等調査特別委員会（6 人）

 議会の広報紙として「こんにちは議会です」を発行し、議会の審議状況や議会活動などをお知らせ

したり、市民に的確な情報を提供するための調査をします。

 
 ４　議会運営委員会（定数７人）

 　会期の決定や議会の運営などについて協議します。

 
 ５　定例会の流れ

 

本
会
議

【開　　会】 議長が開会宣告します。なお、本会議を開くには議員定数の半数以上の

出席が必要です。

 ↓ 

【議案上程】

 

市長から提出された議案を議題として審議の対象とします。 

※議案は、議員から提出されるものもあります。

 ↓ 

【提案理由説明】 上程された議案について、提出者から提案理由の説明があります。

 ↓ 

【質問・質疑】 議員が一般質問や議案に対する質疑を行い、市長などが答弁します。

 ↓ 

【委員会付託】 議案などをさらに詳しく審査するために、委員会に審査を求めます。

(3) 産業建設常任委員会（定数６人）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（後列左より）矢上弘幸委員、鈴木栄一委員（副議長）、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　伊地知厚仁委員

（前列左より） 瀬孝幸副委員長、出水優樹委員長、土屋健一委員

 所管課等 

　農政課、商工観光課、畜産課、耕地林務課、 
　産業振興課、土木課、まちづくり推進課、 
　水道課、農業委員会事務局
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委
員
会

【付託議案審査】 委員会に付託された議案について、担当課に出席を求め、質疑するな

どしていろいろな角度から慎重に審査します。

 ↓ 
【採　　決】

 

　委員会として議案に賛成か反対かの態度を決定します。通常、出席委

員の過半数の賛成で可決とします。

 

本
会
議

↓ 
【委員長報告】

 
全ての委員会審査が終わると再び本会議を開き、委員会で決定した審

査結果を報告します。

 ↓ 

【委員長質疑】

 
委員会の審査結果及びその過程などについて、委員長に対して質疑を

します。

 ↓ 

【採　　決】

 

議会として議案について賛成か反対かを決定します。通常、出席議員

の過半数の賛成で可決とします。

 ↓ 

【閉　　会】

 
全ての議案の採決後、閉会となります。なお、採決の結果は議長から

市長に通知され、市長はこれをもとに仕事を進めていきます。

 
 ６　請願・陳情

 市政に対して意見や要望があるときは、市議会に請願や陳情として提出することができます。 

なお、請願を提出するときは、署名又は記名押印に加え、曽於市議会議員の紹介が必要です。

 
 ７　議会事務局（５人）

 
総 務 係

文書の収受や発送などの文書管理、議会広報、議員報酬や費用弁償、議員共済

及び互助に関する事務を行っています。

 
議 事 係

本会議や委員会、全員協議会の運営、議案や発議案の立案及び調査、請願、意

見書、陳情等や会議録・議会中継に関する事務を行っています。

 
 ８　本会議の傍聴

 本会議の傍聴を希望される方は、本会議の当日、概ね開会３０分前から受付を開始しますので、議

場傍聴者受付(本庁３階議場傍聴席入口）で傍聴人受付簿に住所、氏名、年齢を記入し、傍聴してく

ださい。（傍聴席：４４席） また、本会議中は本庁や各支所の１階ロビーでも議会中継を視聴できま

す。 
※傍聴の際は、会議規則や傍聴規則に定められたルールがありますので、事前にご確認ください。

 
 ９　インターネットで本会議を放映

 曽於市議会では、曽於市議会基本条例に基づき、「市民に開かれた議会」を目指すため、本会議の

様子をインターネット上でライブ中継や録画映像にて配信しています。 
パソコンやスマートフォン、タブレット等でご視聴できます。 

 曽於市ホームページ 
（https://www.city.soo.kagoshima.jp/）

曽於市議会インターネット中継 
（https://soo-city.stream.jfit.co.jp/）
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監査委員事務局（選挙管理委員会） 
 

 １　監査委員費 309 万円

 　市民の皆さんが、市の事務の執行に対し日常的に監視、批評することは困難であるため、市

民の皆さんに代わって監査委員が監査を行います。監査委員事務局は、市長から独立した執行

機関です。 
(1) 監査委員の仕事　 

市が行政事務を行うにあたり、次のような観点からチェックするのが監査委員の仕事で

す。  
・最少の経費で最大の効果を発揮するように運用されているか。 　   
・市民の皆さんの税金が、正しく効率的に使われているか。   
・市のそれぞれの事業が本来の効果を挙げているか。 

など、地方自治法に基づいて各種の監査を実施しています。 
(2) 監査委員の構成 

曽於市の監査委員は２名で、自治体行政に識見を持つ人から選任された委員１名、市議会

議員から選任された委員１名で構成されています。 

　　　　　　　　　　 

 
 

 

 区　　分 氏　　名 住　　所

 識見監査委員 野　村　行　雄 曽於市大隅町中之内

 議選監査委員 伊 地 知　厚 仁 曽於市大隅町岩川

 直通 0986-76-8817

例月出納検査の様子
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 ２　県議会議員選挙の執行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８１８万円

 本年度は、令和９年４月１１日に県議会議員選挙が執行される想定で、告示が 4 月 2 日の

ためポスター掲示場設置業務委託等の準備を行います。 
また、適正な選挙事務執行を行えるように準備します。

 ３ 明るい選挙推進費　　　　　　　　　　　　　　 2６万円

 選挙啓発活動に係る経費です。 
小・中・高等学校等での選挙出前授業（模擬投票）やポスターコンクールの作品応募、曽於

市明るい選挙推進協議会による啓発活動などを行い、投票率の向上や選挙に関する意識の向上

を図ります。

選挙出前授業（開票作業の様子）

ポスター作品の選考の様子
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【総務法制行革係】 

 

【秘書広報係】 

 

 

 １　文書法制事務

 市の行政を執行する上で必要な条例・規則等の制定又は改廃の審査に関する事務、市の文書

の収受・文書管理、市の業務の情報公開及び個人情報保護に関する事務を行っています。 ま

た、議会の招集、議案の提出など議会との連絡と調整などを行っています。

 
 ２ 行政改革実施事業 ３０３万円

 令和８年度は、多様化する社会情勢に対応するため、市民サービスの維持向上を目的とした

新たな組織再編・定員適正化を検討していきます。また、職員の業務改善のため定型的な事務

作業に AI-OCR を活用し、業務効率化と作業時間短縮を図っていきます。

 １ 秘書広報係の主な仕事

 市長及び両副市長の日程等の調整や、自治功労があった方に対しての栄典、褒章及び表彰の

ほか、市の情報発信に関しての業務を行っています。

 ２ 自治会長使送便配送 

 市役所からの文書、市報、チラシなどを毎月２回（原則として１日と１５日に配送）市内の

各自治会に配送する経費です。

 ３ 情報発信事業     　　　　                　 　　　　　　　　　　  7，260万円

 　広報紙は、市民と行政のパイプ役として、わかりやすい広報紙の編集を心がけ、市の情報発

信に努めています。 

　ホームページについては、広報紙の掲載はもとより観光や特産品、市の施策や制度などの情

報提供や、イベント情報に特化したサイトにより市のイベント情報をさらに発信します。また

、各種SNSにおいても、市内外の方へ情報提供を行っています。 

　そのほか、曽於市コミュニティFM放送局「SOO Good FM（そおぐっどえふえむ）」を活

用し、新しい情報や緊急の情報をお届けします。

 
 ４  男女共同参画推進事業　　　　　　　　　　　　　　　        　　　　２３３万円

 　すべての個人がお互いにその人権を尊重

しながら責任を分かち合い、社会の対等な

構成員として性別に関わりなくその個性と

能力を十分に発揮することができる「男女

共同参画社会のまちづくり」のため講演会

や各種セミナーを実施します。また、市民

が家庭生活や職場、地域活動などのあらゆ

る場面で、ともに活躍できるよう啓発活動

に努めます。（啓発内容：男女共同参画週

間における取組や各種イベント時に県男女

共同参画推進員と啓発活動。そのほか、そ

おグッドＦＭ・市報を利用しての啓発等）

 

総務課・地域振興課
直通　本　　庁 0986-76-8801 

大隅支所 099-482-5921 
財部支所 0986-72-0931
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【職員係】 

 

【電算係】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 １　職員係の主な仕事

 職員等の給与・共済・退職金及び福利厚生に関する事務、安全衛生管理・勤務条件・服務・

懲戒及び人事に関する事務、研修（新規採用・一般職員・役職員研修、特別研修、新規採用職

員民間企業派遣研修、ハラスメント・メンタルヘルス研修、人事評価制度研修等）及び公務災

害に関する事務を行っています。

 １ 電子計算機システム管理費 1 億６，１７９万円

 総合行政システム（住民記録システム、税システム、財務会計システムなどの業務）の利用

料、事務機器借上料、機器等の保守委託料、機器の更新などに係る経費です。市では、行政事

務の効率化や情報資産を守るためのセキュリティ対策など情報システムを構築し、市民の皆様

にサービスを提供しています。 

また、総合行政システム 20 業務は、全国で統一された基準に適合した標準システムに移行

され、安定稼働と行政サービスの継続提供を進めていきます。

 
 ２ 庁内 ICT 環境整備事業 ３，２１７万円

 国が掲げるスマート自治体の実現に向けて、AI（人工知能）等を活用した事務処理の自動

化、行政システムの標準化など行政サービスを効率的に提供するため順次進めていきます。

 

 ３　統計調査関係　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 　　 １７２万円

 　令和８年度は、下記の統計調査が行われます。               

　国が実施する指定統計につきましては、国の色々な施策の基礎資料として利用されます。各

種調査の趣旨をご理解いただき、調査へのご協力をお願いします。

 (1) 学校基本調査（基準日５月１日） (2) 市町村民経済計算基礎調査

 　学校に関する基本的事項及び施設等の状況を

５月1日現在で調査し、学校教育行政上の基礎

資料とします。

　市町村経済の規模、構造等を把握・分析し

、地域経済の現状分析や行財政施策等の立案

などの基礎資料とします。本年度は令和６年

分を調査します。

 (3) 経済センサス（基準日６月１日） (4) その他調査

 　事業所及び企業の経済活動の状態を明らかに

し、我が国における包括的な産業構造を明らか

にすることを目的に調査が行われます。

県人口移動調査や労働力調査・社会生活基

本調査等が行われます。

 ( 5 ) 曽於市統計書作成

 上記の統計調査結果や市役所の各課の実績を

基に、統計書を作成します。
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【防災係】 

 

 

 

 

 

 

 １ 災害対策費 ３，３６４万円

 近年、激甚化・頻発化する大規模災害に対応するた

め、平時から災害発生時の対応能力を向上させ、市の

防災体制の強化を図っていきます。 

また、地域を守る自主防災組織連絡会の活動をとお

して、自主防災組織リーダーを育成し、それぞれの組

織の充実・強化により、市民の防災意識の向上を図っ

ていきます。

 
 ２ 自衛官募集事務 １0 万円

 自衛官募集に関する広報活動及び新入隊員を激励するなど、自衛隊家族会と一緒に活動してい

ます。

 ３ 常備消防費 ５億７９０万円

 ２４時間体制で市民の生命・財産を守る大隅曽於地

区消防組合の活動予算１２億３９５万円を、曽於市、

志布志市、大崎町で負担します。 

令和８年度曽於市負担金　　５億７９０万円 

  

 

【消防交通係】
 １ 非常備消防費 ２億１，６８１万円

 消防団は地域における消防防災のリーダーとして、火災における消火活動をはじめ、台風など

の自然災害における避難誘導や道路警戒等に努め、平常時の防火広報や各種訓練、女性消防隊に

よる予防消防活動などを展開し、消防署と共に市民の生命・財産を守るために活動しています。 

また、消防団員が消防車の運転に必要な自動車運転免許（準中型や中型免許）を取得する際

に、その費用の一部を補助し、消防団員の確保及び安定した消防団活動を図ります。

４ 防犯対策事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７０８万円

地域の安全環境等の整備のため、安全安心協会や曽於警察署と連携を図り防犯対策を実施し

ます。また、防犯灯を設置しようとする自治会等への補助金や市内の事業者等が所有する自動

車等へのドライブレコーダー設置に対する補助金の交付、市内９箇所に設置した防犯カメラの

活用により、犯罪抑止や事件事故の早期解決、行方不明者の捜索等に役立てます。
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  ２ 消防設備整備事業 ７，８３３万円

 消防施設を整備し、消火活動の向上を図ります。 

　４０ｔ耐震性貯水槽及び消火栓の新設工事のほか、 

防火水槽の改修工事などを行い、消防水利の充実を 

図ります。 

 

【主な事業内容】 

　耐震性貯水槽設置工事　５基 

   消火栓設置工事　　　　４基

 
  ３ 消防車両購入事業 ５，５３６万円

 消防車両の計画的な管理や整備を行い、老朽化した 

消防車両の更新を行います。 

 

【令和８年度更新】 

　財部中央分団　水槽付消防ポンプ車 

   大隅北分団　　小型動力ポンプ軽積載車

 
  ４ 地域交通安全対策事業 ３２５万円

 市民を交通事故から守るため、曽於警察署、交通安全協会や交通安全母の会と連携して、 

交通安全啓発活動、街頭立哨活動等を行い、市民の交通安全意識の向上を図ります。 

　また、交通災害共済の手続を行い、事故に遭われた方の見舞金請求のお手伝いをします。

【交通災害共済】 

　掛　金　500 円 

   見舞金　交通事故により７日以上治療した場合に支払われます。 

               見舞金額は、治療日数等により異なります。
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企画政策課・地域振興課　　　　　　　　　　　　　　 

【定住推進係】 

 1 　 に ぎ わ い 「 そ お 生 」 事 業 　 　 　 　 　 　 　 　 　      　 　  １ ， ０ ５ ６ 万 円

 (1)思いやりそお市民祭 　   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１，００６万円

 　農畜産物や加工品の即売をはじめ、企業・商店・福

祉施設などによる販売、飲食ブースや子ども広場、健

康相談など多彩なコーナーに加え、各種文化団体や園

児から高校生までのステージ発表、有名タレントによ

る歌のステージなど多くの方々に楽しんでいただける

、市民総参加のお祭りです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２ 　 移 住 交 流 推 進 事 業                   　      　 　 　  　  ２ ４ ７ 万 円

 ・オーダーメイド型移住体験ツアー 

  移住希望者からヒアリングを行い、希望者のニーズに沿ったツアーを 

実施し定住人口の促進を図ります。 

・移住・田舎暮らし情報サイト「曽於ぐらし」による情報発信事業 

 

 

 ３   地 域 お こ し 協 力 隊 事 業                           　 　 ９ ３ ７ 万 円

 　都市地域から過疎地域等に住民票を異動し、生活の拠点を移した者を「地域おこし協力隊

員」 として委嘱しています。現在、大学の畜産学部で農畜産業を学んだ者と、獣医師とし

て馬の臨床診療経験を持つ者の２名の隊員が、それぞれの経験や強みを生かし、南九州畜産

獣医学拠点(「SKLV」(スクラブ))を拠点に活動し、市や地域の魅力を発信しています。今

後は、より一層地域に溶け込み、多様な地域活性化に資する取組を展開します。 

 ４   定 住 促 進 対 策 事 業                        　    　 ７ ， ３ ８ ０ 万 円

 (1 )住宅取得祝金支給制度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　４，１８０万円

 　市内に居住するため住宅を建設又は購入した方に対して、祝金等（地域商品券及び現金）を

支給し、市内定住促進と市内経済の活性化を図ります。 

対象者：市内に居住するため住宅を新築または購入した方。 

【支給条件及び支給金品等】 

　ア  新築・購入（中古含む）の場合　　　（商品券15万円分＋現金15万円） 

　イ　転入加算　転入して１年以内の住宅取得の場合（商品券25万円分＋現金25万円） 

　　　（但し、本市から他の市町村へ転出し、転出後３年以内の再転入は転入とみなさない。） 

　ウ　子ども加算（18歳以下）　１人あたり（商品券５万円分＋現金５万円） 

　　　（但し、２０万円上限）

直通　　本　　庁　0986-76-8802 

　　　　大隅支所　099-482-5921 

　　　　財部支所　0986-72-0931
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 (2)定住促進住宅用地分譲事業                     　　　　　　　　　　　　 ３３３万円

 　若者の定住促進を図り、地域の活性化につなげるため、下記の住宅用分譲地の販売促進を 

行います。また、新たな分譲地について、準備を進めます。 

 

　・大隅町地区　大隅北分譲地　　（７区画）１区画当たり坪8,000円 

　・大隅町地区　大隅南分譲地　　（５区画）１区画当たり坪8,000円

 (３)結婚新生活支援補助事業             　　　　　　　　    　　　　　　　２４０万円

 　これから夫婦として新生活をスタートさせようとする世帯を対象に、結婚に伴う新生活のス

タートアップにかかる費用（家賃、引越費用）の支援を行います。 

 【補助基準】 

　・夫婦ともに婚姻日における年齢が３９歳以下の世帯 

　・夫婦の所得が合わせて５00万円未満 

　・１世帯あたり上限３０万円 

　　　（但し、夫婦ともに２９歳以下の場合は、上限６０万円） 

 (４)食の支援事 業                   　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  　 ３ ９ ６ 万 円

 曽 於市 で暮 らす 新婚 世帯 や市 外か ら転 入し た子 育て 世帯 に、 米、 肉、 野菜 を

定期 的に 配送 する こと で、 定住 促進 を図 りま す。  

 【 支援 要件 】ア 、イ どち らか を満 たす 世帯  

　ア  令 和６ 年４ 月１ 日以 降に 婚姻 届け を提 出し 、曽 於市 に居 住 

して いる 新婚 世帯  

　イ　令 和６ 年４ 月１ 日以 降に 18歳以 下の 子を 有し 、曽 於市 へ 

転入 し、 居住 して いる 世帯  

 (５)奨 学 金 返 還 支 援 事 業                 　    　 　 　 　  １ ， ６ ０ ０ 万 円

 若 者の 移住 、定 住を 促す ため 、34歳 以下 の奨 学金 返還 を年 最大 20万 円、 最長

10年間 支援 しま す。  

【 支援 要件 、内 容】  

・ 対象 　認 定年 度の 4月 1日 時点 で34歳以 下で あり 、申 請時 に正 規雇 用（ 週2

0時 間以 上） や農 業・ 自営 業等 に従 事し 、転 居を 伴う 転勤 の予 定が なく 継続

居住 の意 思が ある 方。  

・ 補助 額　 前年 度に 返還 した 奨学 金（ 元金 ・利 子・ 繰上 償還 分を 含む ）と 同　

額を 基本 とし 、29歳 以下 の年 度末 まで は年 最大 20万 円、 30歳以 降は 年最

大10万 円を 、1,000円未 満を 切り 捨て た額 で最 長10年間 支援 。

 (６)空き家バンク促進事業 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ２７０万円

 
　地域経済の活性化と空き家の有効活用、市民の生活環境の向上及び定住促進を図るため空き

家バンクに登録された物件の改修工事費・家財道具処分費等の一部を補助する事業を実施しま

す。但し、空き家の改修を行う業者は、市内業者に限ります。 

 【補助基準】 
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【デジタルサービス推進係】 

 

【政策調整係】 

 　・改修工事経費が２０万円以上 

　・対象工事費等の５０％で最高150万円（市内居住者は７５万円） 

　・DIYリフォームは最高３０万円 

　・家財等撤去は最高１５万円

 (７)結 婚 応 援 事 業  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１ ４ ９万 円

 　結 婚を 希望 する 方の 出会 いや 成婚 に向 けた 支援  

を行 う県 の「 かご しま 出会 いサ ポー トセ ンタ ー」  

と連 携し 、市 が独 自に 行う 婚活 イベ ント の参 加者  

増に 繋が るよ うＰ Ｒの 充実 を図 りま す。  

  １　デジタル実装推進事業 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４ ３ １ 万 円

 デジタル技術を活用し、市民サービスの利便性向上と地域課題の

解決に取り組んでいます。証明書等のコンビニ交付、市公式 LINE

によるオンライン手続き、電子契約サービスを通じて、より便利な

行政サービスの提供を進めてきました。 

令和８年度は、「第３期曽於市まち・ひと・しごと創生総合戦略」

の重点プロジェクトに即し、これらのサービスの利用促進と運用改

善を図ります。あわせて、最終年度となる「曽於市 DX アクション

プラン」の効果検証を行い、今後のデジタル推進の方向性を見据え

た見直しを実施します。 

コンビニ交付の周知強化や LINE 機能の充実、電子契約の活用拡

大、通信・セキュリティの確保を進め、地域の実情に即したデジタル

活用により、省力化や事務コストの削減、手続きの迅速化を図り、住

民の利便性向上を目指します。

 １　企画事務費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　９ １ ９ 万円

 (1)　総合振興計画、過疎計画、辺地計画等の策定及び進行管理　　　　　　　１０２万円

 　第３次曽於市総合振興計画では、令和8年度から令和１7年度 

までの10年間で達成すべき本市の将来像を「豊かな大地と人の　 

絆が未来につながるまち曽於」と掲げ、その実現に向けて７つ 

の政策を体系的に整理し、総合的かつ計画的にまちづくりを進 

めます。 

また、過疎計画や辺地計画について、年度毎に見直しを行いな 

がら、財政上の特別措置である起債を活用して、まちづくりを行 

います。 
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 (2)　広域行政　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１ ４ ３ 万円

 　大隅総合開発期成会（大隅半島地域４市５町）等の一員として、産業・経済・文化等の総

合的な整備を図るため、地域の重点的な課題について国や県など関係機関に対する要望や提

言を行います。 

【主な広域団体】 

・大隅総合開発期成会（４市５町） 

・都城広域定住自立圏協議会（３市１町） 

【曽於市関連の主な要望事項】 

・農畜産物振興対策の充実・強化 

・東九州自動車道 

　　　暫定２車線区間（末吉財部～国分）の早期４車線化

 ２　交通対策事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１ 億 １ ， ４ ８ ８ 万円

 　令和４年度に作成した「曽於市地域公共交通計画」を基に、思いやりバス・思いやりタクシ

ー・複数の自治体に跨る民間バス路線について、必要な見直しを行っていきます。 

また、引続き公共交通の利用促進に努めるとともに、無料乗車券交付制度の周知を行い、高

齢者等の移動手段を確保します。 

　【利用料】 

思いやりバス・思いやりタクシー 

利用料（乗換を含む）　　片道 大人２００円 

 子供１００円

 ３　土地対策費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 １５万円

 　国土利用計画法の適正な運用を図るため、大規模な土地に関する権利 

の移転等の届出に係る調査や規制及び適正な手続き等の啓発を行います。 

　・届出が必要となる面積要件 

　　市街化区域　２,000㎡以上、その他の都市計画区域　5,000㎡以上 

　　都市計画区域外　10,000㎡以上 

　・届出の時期　　契約締結後２週間以内 

 ４　地域IoT実装推進事業             　　　　　 　    　　　　        　　１８９万円

 　地図データとドローンやタブレット等の通信機器

を連動して使い、様々な現場の災害関連情報の収集

と共有をしやすくし、業務を効率化します。また、

有害鳥獣に関する現地調査など、農林業分野におい

ても活用していきます。 

 

 

 

 

 

 ５　都市交流事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　３３８万円

 　故山中貞則氏とゆかりのある台湾屏東県里港郷と友好都市を目指し、相互の都市交流を行

うため訪問し、今後の事業の推進を図っていきます。本市内の海外都市等交流活動の推進に

寄与するため、海外を訪問し国際交流活動を行う団体に対する補助金を交付します。

-14-



 

【企業政策係】  

 ６　 やまびこ館管理費  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１ ３ ４ 万円

 平成19年度に整備したやまびこ館を、曽於市 

の北の玄関口としての財部駅、思いやりタクシーや

思いやりバスの待合所、市の産業や観光・イベント

等の情報の発信及び都市住民との交流を図る拠点と

して維持管理していくための経費です。 

また、ICT の活用による住民サービスの向上を図

るため、公衆無線 LAN を整備しています。 

 ７　財部交流館管理費  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１ ７ ７ 万円

 　各種団体の研修、交流の場として利用されています。また、財部小学校の児童の送迎用バス

の発着場としても利用され、幅広く活用されています。財部交流館はシルバー人材センターに

指定管理していますが、その指定管理料が主なものです。 

 ８　弥五郎伝説の里管理費　　　　　　　　 　　　　　４ ， ３ ３ ８ 万円

 　敷地内に、入浴施設を完備した「健康ふれあい

館」、多目的広場、遊具、桜並木のライトアップ

施設、遊歩道を整備しています。市民の生きがい

とふれあいの場、福祉や健康増進に寄与する施設

として維持管理、整備するための経費です。 

 

 

 

 

 

 

【主な事業内容】 

・弥五郎伝説の里指定管理料 

・斜面伐採業務委託料 

・多目的広場周辺、遊歩道伐採業務委託料 

 

 １　企業振興費　　　　                  　                    　　　 ４，７７９万円

 (1)　企業誘致活動　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    ３３２万円

 　工業団地整備に向けた適地選定と開発計画の策定及び、主要都市の鹿児島県事務所や各種団

体、曽於市企業誘致支援員などを通じて、企業誘致活動を実施していきます。また、市内の立

地企業で構成する「曽於市立地企業懇話会」等との連携による情報交換や新規事業開拓等を図

り、事業拡大や雇用促進を支援していきます。

 (2)　雇用促進・工場設置補助金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２，１００万円

 　曽於市内に進出した企業又は既に立地している企業が工場の新設又は増設するために、家屋

及び償却資産並びにその敷地である土地の取得に要した経費、地元雇用に対して、一定の補助

金の交付や固定資産税免除等を行なうことにより、本市の工業（産業）の開発を促進します。
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 (３)　起業創業相談事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４３万円

 これから起業を考えている人、起業して間もない方などの相談相手として、目標達成をサポ

ートしながら一緒にビジネスを生み出すパートナーである「インキュベーションマネージャ

ー」を配置し、起業創業の促進を図ります。

 (４)　インターンシップ促進補助金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１５０万円

 　市内企業が人材確保を目的に実施するインターンシップに対し、市が企業負担経費の一部

を支援します。これにより学生に市内企業の魅力を伝える機会を増やし、就業後のミスマッチ

による早期離職防止を図ります。また、企業負担の軽減に加え、専門家によるプログラム作成

支援を行い、インターンシップ実施の促進を図ります。 
 (５)　庁舎内チャレンジショップ事業

 　起業して間もない方、起業希望の方などを対象に、市役所庁舎内に期間限定のチャレンジシ

ョップを出店できる環境を提供します。将来的な開業に向けた試験店舗、既存商品のブラッシ

ュアップ、新商品開発など、起業に向けた機運を高めてもらうことを目的としています。

 ２ 曽於市土地開発公社 

 公共用地の取得や管理及び処分等を行うことにより、 

地域の秩序ある整備と市民福祉の増進に寄与すること 

が目的です。 

【土地保有状況】 

・内村工業団地（農工団地用地取得造成事業） 

・菅渡地区特定住宅地用地 

・上町地区保健センター用地　等

 ３　テレワーク・起業創業推進事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７０万円

 　新型コロナウイルスの感染拡大を契機に国民の意識・ 

行動の変容が見られることを踏まえサテライトオフィス 

の開設やテレワークを活用した移住・滞在の取組等を推 

進することにより地方への新たな人の流れを創出するた 

め、大隅曽於地区消防組合財部分署跡を改修し、令和２ 

年８月にテレワーク・起業創業施設（シゴトバ３ラボ） 

を開設しました。この施設ではＩＣＴを活用した時間や 

場所にとらわれない柔軟な働き方の推進に加え、これから

起業を考えている人、起業して間もない方の相談場所とし

て、活用を図っていきます。

 ４　山中貞則顕彰記念事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１，１５３万円 

 　国内の政治・行政・経済・文化等の振興発展に大きく 

貢献し、郷土の誇りである山中貞則氏の功績を讃えると 

ともに、将来を担う若者の勉学修行の場として、山中貞 

則顕彰館を平成 26 年４月に開設しています。施設の適 

切な維持管理を行い、HP などによる広報に取り組み、 

来館者数の増加による地域活性化を目指します。
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【地域コミュニティ係】  

 ５　企業版ふるさと納税寄附金事業　 　    　　　　       　 　　　　　　　２３１万円

 地域振興に寄与する事業の財源確保のために、地方応援税制を活用します。

 １　自治会振興費　　　                  　                    　　　９，０８８万 円

 (1)　自治会振興助成金・加入促進助成金　　　　　　　　　　　　　　　　４，８５７万円

 　自治会振興助成金は、「戸数割」と「規模加算額」の構成で、年１回 

１０月に交付します。 

「戸数割」は、１戸数当たり年額３,５００円を交付し、「規模加算額」 

は、自治会の加入戸数の規模に応じて交付します。 

加入促進助成金は、転入等で新たに自治会に加入された世帯が基準を 

満たした場合、新規加入世帯に１万円を、新規加入のあった自治会に１ 

世帯当たり５千円を交付します。

 (2) 自治会統合補助金 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０万円

 自治会の統合に対して「自治会数割」と「戸数割」で構成した補助金を３年間交付します。 

 

・自治会数割（統合１年目に全額を、２年目及び３年目に２分の１の額を交付します。） 

統合自治会数×８万円（新自治会戸数が 50 戸以上） 

統合自治会数×４万 8,000 円（新自治会戸数が 50 戸未満） 

・戸数割（統合１年目のみ交付します） 

新自治会加入戸数×１,６００円（補助上限は１２万円）です。

 (3) 自治公民館建設事業費等補助金 　　　　　　　　　　　　　　　　３４５万円

 自治公民館の新築、増改築、修繕（建設事業）又は備品購入する場合、補助金を交付します。

ただし、他の補助事業等を活用するときには、該当しません。 

① 補助金の交付対象となる事業費は、原則として建設事業費及び備品購入費です。 

② 補助金の額は、事業費の２分の１以内の額です。補助金限度額は、建設事業費が１０

年間で２００万円以内、備品購入費が５年間で３０万円以内です。 

③ 今後事業申請を行う予定がある自治会は、事業費が決定した段階で企画政策課又は

地域振興課にお問い合わせください。

 (4) 自治会相談員制度 　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　３４万円

 　自治会相談員制度は、市職員をすべての自治会に１人ずつ配置し、配置した市職員は、年度

初めに自治会長と連絡をとります。年間を通じた対応計画表を作成し、作成後、市職員は自治

会長の相談要請に対し、随時対応します。

 (5) 地域コミュニティ協議会交付金・設立準備委員会補助金 　　　　　　２，９３０万円

 市は、地域特性を活かした住民主体による持続可能な 

地域づくりを目指します。地域の課題の解決又は地域の 

活性化に取り組むことを基本とし地域コミュニティ協議 

会に対し交付金を交付するとともに、地域コミュニティ 

協議会設立準備委員会に対し補助金を交付します。
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【SKLV 管理係】 

 １　南九州畜産獣医学拠点事業　 　    　　　　      　　　　　　　　　　３，794万円

 南九州畜産獣医学拠点(SKLV(スクラブ))は、令和6年4

月から運営を開始し、全国からの獣医学生約４００名を含

む、延べ約４6,０００人が来場しています。中でも、大学

や企業等と連携して開催しているSKLVセミナーは、これ

までに約3,0００人が参加し、地域の基幹産業である農畜産

業に関する知識や技術等の向上に寄与しています。継続して開催し、より多くの住民に参加

いただけるように努め、最新の防疫対策等をテーマとして取扱うことで、産業振興・地域活

性化に繋がる取組を進めます。 
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